
○
育
休
職
場
応
援
手
当
奨
励
金

…
…
…
…
…
…
…
１
６
０
万
円

○
不
妊
治
療
通
院
交
通
費
助
成
事

業…
…
…
…
…
…
…
１
２
０
万
円

○
宿
毛
物
産
館
建
設
事
業

…
…
…
…
…
…
…
６
３
８
万
円

○
住
宅
耐
震
化
等
事
業

…
…
…
…
７
３
９
９
万
２
千
円

○
保
育
料
完
全
無
償
化
事
業

…
…
…
５
２
７
８
万
４
千
円

○
地
方
道
整
備
事
業

…
…
４
億
１
０
０
２
万
７
千
円

○
学
校
給
食
費
保
護
者
等
負
担
軽

減
対
策
事
業

…
…
…
…
…
…
１
８
６
７
万
円

◎
議
案
第
２８
号
「
宿
毛
市
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」

　
仕
事
や
育
児
、
介
護
等
と
の
両

立
の
支
援
拡
充
を
目
的
に
、
国
の

人
事
院
規
則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
同
様
の
改
正
を
行
う
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。
　

◎
議
案
第
２９
号
「
宿
毛
市
職
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
職
員

の
部
分
休
業
制
度
が
拡
充
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。
　
　

◎
議
案
第
３６
号
「
宿
毛
市
ふ
る
さ

と
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
株
式
会
社
　
日
本
投
資
事
業
団

か
ら
の
寄
附
金
を
原
資
に
創
設
し

た
本
基
金
に
つ
い
て
、
同
社
よ
り

１
０
０
０
万
円
の
追
加
寄
附
を
い

た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、
設
置
目
的

を
改
め
る
た
め
本
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３８
号
「
宿
毛
市
災
害
弔

慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
き
弔
慰
金
支
給
の

可
否
を
判
断
す
る
「
災
害
弔
慰
金

等
支
給
審
査
会
」
を
設
置
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

◎
議
案
第
４０
号
「
宿
毛
市
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
及
び
指

定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た

め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。
　

◎
議
案
第
４１
号
「
宿
毛
市
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」

　
宿
毛
市
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料

の
改
定
を
行
う
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
　

◎
議
案
第
４６
号
・
議
案
第
４７
号
「
権

利
の
放
棄
に
つ
い
て
」

　
議
案
第
４６
号
は
平
成
２６
年
度
に

発
生
し
た
本
市
所
有
の
発
電
機
盗

難
事
件
に
伴
う
未
返
済
額
分
の
損

害
賠
償
請
求
権
を
、
議
案
第
４７
号

は
水
道
料
金
の
未
収
金
を
そ
れ
ぞ

れ
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
第
９６
条
第
１
項
第
１０
号

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。
　

◎
議
案
第
５２
号
「
宿
毛
市
議
会
の

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
で
引
用

す
る
条
文
に
改
正
が
必
要
と
な
る

こ
と
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
懲
役
及

び
禁
錮
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
拘

禁
刑
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
４８
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

８
年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
、
社
会

福
祉
法
人
　
宿
毛
福
祉
会
を
「
宿

毛
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
寿

園
」
の
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
第
２
４
４
条
の
２
第
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
す
。

条
　
　
例

そ
　

の
　

他

◎
議
案
第
４９
号
・
議
案
第
５０
号
「
市

道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

　「
宿
毛
団
地
４３
号
線
」
及
び
「
宿

毛
団
地
４４
号
線
」
の
２
路
線
に
つ

い
て
、
道
路
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
基
づ
き
道
路
の
路
線
を
認

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
５１
号
「
辺
地
に
係
る
公

共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変

更
に
つ
い
て
」

　
沖
の
島
辺
地
に
お
け
る
公
共
的

施
設
の
整
備
を
実
施
す
る
に
あ
た

り
、「
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設

の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の

特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」
第

３
条
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
次
の
人
事
議
案
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
承
認
し
ま
し
た
。

○
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き

 
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
黒
萩
　
幹
男（
く
ろ
は
ぎ
　
み
き
お
）
氏
（
再
任
）

　
　
　
　
　
山
戸
　
達
朗（
や
ま
と
　
た
つ
ろ
う
）
氏
（
新
任
）

▼

人

 

事

 

案

 

件

▲


